
（7）　　2020年（令和２年）７月26日 第248号あ か し 市 議 会 だ よ り

市議会のしくみ「議会の流れ」市議会のしくみ「議会の流れ」
　議会の会議には、定期的に開かれる定例会と必要なときに開かれる臨時会があります。　議会の会議には、定期的に開かれる定例会と必要なときに開かれる臨時会があります。
　明石市議会では、毎年２月から６月までと、９月から12月までの年2回、定例会を開い　明石市議会では、毎年２月から６月までと、９月から12月までの年2回、定例会を開い
ており、３月・６月・９月・12月に集中して議案等を審議する議会期間を設けています。ており、３月・６月・９月・12月に集中して議案等を審議する議会期間を設けています。
議会審議は次のような流れで進められます。議会審議は次のような流れで進められます。
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　議員が市長などに対して、議案の内容や市の事業の進
み具合、将来の目指す方向などについて質問をします。
　質問の内容は市政全般にわたり、活発な議論を展開
しています。
　通常は１人当たり60分の持ち時間がありますが、６
月議会は新型コロナウイルス感染防止対策として45分
に短縮して行いました。

委 員 会委 員 会本会議（質疑・一般質問）本会議（質疑・一般質問）
議会での審議をより効率的・専門的に審査するため、委員会を設置しています。

市民の代表である市議会議員の活動を知る機会の一つが本会議
や委員会の傍聴です。お気軽にお越しください。

さまざまな情報を市議会ホーム
ページに掲載しています。
ぜひご活用ください。
■議会日程　■発言通告一覧
■審議結果　■議案賛否一覧
■会議録　　■議員の紹介
■市議会だより　
■本会議の録画映像　など

傍聴しませんか 見てみませんか

※��手話通訳、要約筆記等が必要な場合は
事前にご相談ください。

議会運営委員会

　議会運営に関す
ること、議会の規則
などに関すること、
議長の諮問に関す
ることを所管して
います。

①総務常任委員会
②文教厚生常任委員会
③生活文化常任委員会
④建設企業常任委員会

常任委員会

　予算などの議案や市民から提
出された請願・陳情の審査のほ
か、所管事務の調査を行います。

特別委員会

　特定の案件を審査するた
め、必要な場合に設置します。
　現在は、２つの特別委員会
を設置しています。
①新庁舎整備検討特別委員会
②���あかしSDGs推進計画特別
委員会

質疑・一般質問の様子

本会議
　�　受付は市役所議会棟３階の傍聴者ロ
ビーで行っています。傍聴席は75席
です。車いす用のスペース（３席程
度）も設けています。車いすをご利用
の方は事前にご連絡ください。

本会議場の傍聴席 市議会ホームページのトップ画面

委員会
　�　受付は市役所議会棟２階の大会議室
で行っています。

大会議室

議会局議事課
T E L :
F A X :
E-mail:

（ ０７８ ）９１８－５０６０
（ ０７８ ）９１８－５１１２
gij ika@ci ty .akash i . lg . jp

市政への要望や意見を文書にして
市議会に提出することができます。
　議員を通して市議会に提出すると「請
願」、議員を通さずに直接出すと「陳情」
といいます。書式例などについては、市
議会ホームページをご覧ください。
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